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メ
リ
カ
①

二
五
万
人
の
地
域
雇
用
創
出

を
提
言
―
―
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ

ス
地
方
審
議
会 

　

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
地
方
審
議
会

(W
hite H

ouse R
ural C

ouncil)
は

地
方
に
位
置
す
る
お
よ
そ
一
万
の
中

小
事
業
主
に
対
し
て
六
二
億
ド
ル
以

上
の
資
金
を
確
保
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
二
五
万
人
の
雇
用
を
維
持
も
し

く
は
創
出
す
る
こ
と
を
オ
バ
マ
大
統

領
に
提
言
し
た
。

　

同
審
議
会
は
経
済
危
機
の
中
で
疲

弊
し
た
地
方
経
済
を
支
援
す
る
こ
と

を
目
的
に
、
オ
バ
マ
大
統
領
が
六
月

一
六
日
に
大
統
領
令
で
設
置
し
て
い

た
。

　

提
言
の
具
体
的
内
容
は
次
の
三
つ

で
あ
る
。

①
地
方
中
小
企
業
の
資
金
調
達
の

支
援

・
中
小
企
業
局
（
Ｓ
Ｂ
Ａ
）
の
中
小

企
業
投
資
プ
ロ
グ
ラ
ム
（S

m
all 

B
usiness Investm

ent C
om

pany 
P

rogram

）
を
通
じ
て
一
〇
億
ド
ル

の
投
資
基
金
を
準
備
し
、
向
こ
う
五

年
間
の
投
資
額
を
倍
増
す
る
。

・
地
方
民
間
資
本
家
と
ベ
ン
チ
ャ
ー

起
業
投
資
家
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構

築
を
促
す
会
議
を
中
小
企
業
局
と
農

務
省
が
連
携
し
て
全
国
レ
ベ
ル
で
開

催
す
る
こ
と
で
、
地
方
中
小
企
業
に

民
間
投
資
資
金
が
流
れ
る
こ
と
を
促

す
。②

地
方
に
お
け
る
職
業
紹
介
と
職

業
訓
練
の
充
実

・
全
国
二
八
〇
〇
カ
所
の
農
務
省
地

方
事
務
所
を
活
用
し
、
既
存
の
職
業

紹
介
お
よ
び
職
業
訓
練
情
報
の
利
用

促
進
を
図
る
た
め
、
農
務
省
と
労
働

省
が
連
携
す
る
。

③
全
国
一
三
〇
〇
カ
所
の
ベ
ッ
ド

数
二
五
床
以
下
の
地
方
限
界
医
療

機
関
の
支
援

・
保
健
福
祉
省
の
貸
付
資
金
を
活
用

し
、
地
方
限
界
医
療
機
関
が
勤
務
医

お
よ
び
ス
タ
ッ
フ
を
新
し
く
雇
用
す

る
こ
と
を
支
援
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

各
医
療
機
関
が
年
間
で
そ
れ
ぞ
れ
一

〇
七
人
の
新
規
雇
用
を
生
ん
で
四
八

〇
万
ド
ル
の
給
与
が
支
払
わ
れ
る
。

・
医
療
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

接
続
し
て
医
療
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ

せ
る
た
め
の
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
を
地

方
限
界
医
療
機
関
と
開
業
医
が
購
入

す
る
こ
と
を
支
援
す
る
。

　

こ
の
提
言
の
特
徴
は
、
疲
弊
し
た

地
方
を
支
援
す
る
た
め
に
、
労
働
省
、

中
小
企
業
局
、
農
務
省
、
保
健
福
祉

省
な
ど
の
省
庁
横
断
的
な
連
携
を
促

進
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
事
業

主
、
農
家
、
病
院
、
民
間
投
資
家
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
リ
ー
ダ
ー
な
ど
を
つ

な
げ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
オ
バ
マ
大
統
領

は
八
月
一
六
日
に
ア
イ
オ
ワ
で
開
か

れ
た
会
議
の
場
で
、
地
方
の
活
性
化

が
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
再
建
の
た
め
に
重

要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

【
参
考
資
料
】

ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（http://

m
.w

hitehouse.gov/the-press-
office/2011/08/16/president-
announces-new

-jobs-initiatives-
rural-am

erica

）
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ア
メ
リ
カ
②

州
公
務
員
労
組
を
め
ぐ
る
攻

防
―
―
オ
ハ
イ
オ
州
と
ウ
ィ

ス
コ
ン
シ
ン
州
で
労
組
が
巻

き
返
し

　

州
公
務
員
労
働
組
合
の
権
利
を
制

限
す
る
動
き
が
二
月
以
降
に
進
み
、

団
体
交
渉
事
項
の
範
囲
縮
小
や
団
体

交
渉
手
続
き
の
規
制
、
団
結
権
の
制

限
な
ど
の
法
律
が
い
く
つ
か
の
州
で

成
立
し
た
。

　

そ
の
う
ち
、
オ
ハ
イ
オ
州
、
ウ
ィ

ス
コ
ン
シ
ン
州
で
も
同
種
の
州
法
が

成
立
し
た
も
の
の
、
労
働
組
合
側
お

よ
び
労
組
が
支
援
す
る
民
主
党
側
か

ら
の
巻
き
返
し
の
動
き
が
み
ら
れ
て

い
る
。

州
民
投
票
―
オ
ハ
イ
オ
州

　

オ
ハ
イ
オ
州
で
は
、
団
体
交
渉
に

制
限
を
加
え
る
州
法
を
撤
廃
す
る
州

民
投
票
を
実
施
す
る
た
め
の
署
名
活

動
が
行
わ
れ
た
。
署
名
必
要
数
約
二

三
万
の
と
こ
ろ
、
九
一
万
五
〇
〇
〇

の
署
名
が
集
ま
り
、
一
一
月
八
日
に

州
民
投
票
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
州
知
事
は
譲
歩
を

申
し
出
て
労
働
組
合
側
と
会
談
の
機

会
を
持
つ
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
労

組
側
は
拒
絶
し
た
。
こ
の
州
民
投
票

と
は
別
に
民
主
党
州
議
会
議
員
が
同

法
律
を
廃
止
す
る
法
案
を
準
備
中
で

あ
る
。

　

調
査
機
関
ク
イ
ニ
ピ
ア
ク

（Q
uinnipiac

）
が
七
月
二
〇
日
に

公
表
し
た
世
論
調
査
で
は
州
民
の
過

半
数
と
な
る
五
六
％
が
撤
廃
を
支
持

し
て
い
る
。

リ
コ
ー
ル
―
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州

　

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
で
は
、
上
院
、

下
院
、
州
知
事
の
す
べ
て
を
共
和
党

が
抑
え
る
状
況
を
逆
転
し
て
法
律
を

廃
案
に
追
い
込
む
た
め
、
共
和
党
議

員
を
リ
コ
ー
ル
す
る
運
動
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
法

は
在
職
期
間
が
一
年
を
超
え
た
議
員

に
対
し
て
、
そ
の
議
員
の
選
挙
区
民

の
二
五
％
か
ら
署
名
を
集
め
る
こ
と

で
リ
コ
ー
ル
が
可
能
に
な
る
と
定
め

て
い
る
。
こ
の
運
動
に
よ
り
、
六
人

の
共
和
党
上
院
議
員
が
リ
コ
ー
ル
対

象
と
な
っ
た
。

　

八
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た
出
直
し

選
挙
で
は
、
民
主
党
が
二
議
席
を
獲

得
。
そ
の
結
果
、
三
三
の
上
院
議
員

定
数
の
う
ち
、
一
七
が
共
和
党
、
一

六
が
民
主
党
と
い
う
勢
力
図
と
な
っ

た
。
共
和
党
に
は
、
公
務
員
労
組
権

利
を
制
限
す
る
法
案
に
反
対
し
た
穏

健
派
議
員
が
一
人
含
ま
れ
る
た
め
、

勢
力
は
ほ
ぼ
拮
抗
し
た
状
況
に
な
っ

た
と
言
え
る
。

　

労
働
組
合
支
援
者
及
び
民
主
党
は

二
〇
一
二
年
一
月
に
在
職
一
年
を
迎

え
る
州
知
事
を
リ
コ
ー
ル
と
す
る
活

動
を
準
備
中
で
あ
る
。

【
参
考
資
料
】
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ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
立
大
学
関
係
者
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ほ
か

（
国
際
研
究
部　

山
崎　

憲
）

ド
イ
ツ
①

二
〇
一
〇
年
の
労
働
争
議
が

大
幅
減
―
過
去
五
年
で
最
低

　

経
済
社
会
科
学
研
究
所（
Ｗ
Ｓ
Ｉ
）

に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
の
労
働
争

議
参
加
者
数
は
、
前
年
の
約
四
〇
万

人
か
ら
大
幅
に
減
少
し
、
約
一
二
万

人
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
労
働

損
失
日
数
も
前
年
の
三
九
・
八
万
日

か
ら
一
七
・
三
万
日
と
約
六
割
近
く

減
少
し
、
過
去
五
年
で
最
低
水
準
と

な
っ
た
。
こ
の
要
因
に
つ
い
て
、
Ｗ

Ｓ
Ｉ
は
「
年
初
の
金
属
産
業
交
渉
で
、

労
働
争
議
も
な
く
短
期
間
で
妥
結
し

た
こ
と
が
、
続
く
交
渉
に
影
響
を
与

え
た
た
め
で
は
な
い
か
」
と
見
て
い

る
。

海
外
労
働
事
情
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二
〇
一
〇
年
の
主
な
労
使
交
渉

　

二
〇
一
〇
年
の
金
属
産
業
の
労
使

交
渉
は
、
金
融
危
機
の
影
響
が
強
く

残
る
中
で
行
わ
れ
、
内
容
は
「
賃
上

げ
」
で
な
く
「
雇
用
維
持
」
と
「
職

業
訓
練
」
に
集
中
し
た
。
そ
の
た
め

交
渉
期
間
は
驚
く
ほ
ど
短
く
、
前
回

協
約
期
限
の
四
月
よ
り
は
る
か
前
の

二
月
に
労
使
合
意
が
成
立
し
た
。

　

そ
の
後
、
約
二
一
〇
万
人
の
公
務

労
働
者
が
適
用
を
受
け
る
公
共
部
門

の
労
使
交
渉
で
も
、
所
定
の
手
続
き

に
従
っ
た
紛
争
解
決
が
図
ら
れ
、
一

部
六
万
人
規
模
の
警
告
ス
ト
が
実
施

さ
れ
た
も
の
の
、
大
規
模
な
ス
ト
ラ

イ
キ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　

秋
の
鉄
鋼
産
業
の
労
使
交
渉
は
、

景
気
―
特
に
鉄
鋼
産
業
―
の
急
速
な

回
復
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
中
で
行
わ

れ
た
。
そ
う
し
た
景
気
の
追
い
風
も

あ
り
、
一
・
七
万
人
の
小
規
模
な
警

告
ス
ト
が
実
施
さ
れ
た
二
日
後
に
は
、

三
・
六
％
と
い
う
高
い
賃
上
げ
率
で

労
使
合
意
が
成
立
し
た
。

近
年
の
労
働
争
議
の
傾
向

　

労
働
争
議
に
関
す
る
こ
こ
数
年
の

傾
向
を
見
る
と
、
労
働
時
間
延
長
に

反
対
す
る
公
務
労
働
者
の
大
規
模
ス

ト
ラ
イ
キ
な
ど
が
発
生
し
た
二
〇
〇

六
年
を
ピ
ー
ク
に
、
年
々
減
少
し
て

い
る
。

　

こ
の
他
の
特
徴
と
し
て
は
、
労
働

組
合
の
組
織
率
低
下
と
と
も
に
従
来

の
中
央
集
権
的
な
団
体
交
渉
が
減
り
、

小
規
模
の
労
働
組
合
や
企
業
レ
ベ
ル

の
団
体
交
渉
が
増
加
し
た
。
そ
の
結

果
、
各
々
が
小
規
模
ス
ト
ラ
イ
キ
を

実
施
し
て
紛
争
が
長
期
化
す
る
ケ
ー

ス
も
増
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
建
設

関
連
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
品
を
製
造

す
るB

etonw
erk W

esterw
elle

社

の
企
業
レ
ベ
ル
交
渉
は
合
意
ま
で
に

約
九
〇
日
か
か
り
、
病
院
を
運
営
す

るM
Z

-S
ervice

社
で
も
合
意
ま
で

約
一
〇
〇
日
近
く
を
要
し
た
。

　

他
に
も
、
こ
こ
数
年
は
サ
ー
ビ
ス

産
業
―
特
に
女
性
労
働
者
が
多
い
育

児
・
介
護
・
医
療
、
教
育
、
清
掃
―

で
労
働
争
議
が
多
発
し
て
い
る
。
労

働
争
議
参
加
者
の
女
性
割
合
に
関
す

る
明
確
な
デ
ー
タ
は
な
い
が
、
Ｗ
Ｓ

Ｉ
は
「
こ
こ
数
年
の
主
だ
っ
た
労
働

争
議
に
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
の
女
性
労

働
者
が
多
く
参
加
し
て
お
り
、
そ
の

傾
向
は
強
ま
っ
て
い
る
」
と
見
る
。

Ｂ
Ａ
と
Ｗ
Ｓ
Ｉ
の
発
表
値
に
差
、

増
減
傾
向
は
類
似

　

図
１
お
よ
び
図
２
は
、
経
済
社
会

科
学
研
究
所
（
Ｗ
Ｓ
Ｉ
）
と
連
邦
雇

用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
（
Ｂ
Ａ
）
が
発

表
し
た
労
働
争
議
に
関
す
る
統
計
比

較
で
あ
る
。　

　

Ｗ
Ｓ
Ｉ
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
二
〇

一
〇
年
の
労
働
損
失
日
数
は
約
一

七
・
三
万
日
で
、
前
年
の
約
三
九
・

八
万
日
か
ら
約
五
七
％
減
少
し
た
。

一
方
、
Ｂ
Ａ
デ
ー
タ
で
も
、
二
〇
一

〇
年
は
約
二
・
六
万
日
と
数
値
は
大

幅
に
少
な
い
が
、
前
年
の
約
六
・
四

万
日
か
ら
約
五
九
％
減
少
し
た
（
図

１
）。

　

次
に
雇
用
者
一
〇
〇
〇
人
当
た
り

の
労
働
損
失
日
数
を
見
る
と
、
Ｗ
Ｓ

Ｉ
デ
ー
タ
で
は
二
〇
一
〇
年
は
年
間

四
・
八
日
（
年
平
均
）
だ
っ
た
が
、

Ｂ
Ａ
デ
ー
タ
で
は
わ
ず
か
〇
・
七
日

と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
～
二
〇

一
〇
年
の
過
去
五
年
間
の
平
均
は
、

Ｗ
Ｓ
Ｉ
が
一
九
・
六
日
で
あ
る
の
に

対
し
、
Ｂ
Ａ
は
五
・
三
日
と
な
り
、

や
は
り
数
値
に
大
き
な
差
が
生
じ
て

い
る
が
、
と
も
に
二
〇
一
〇
年
の
値

は
過
去
五
年
で
最
低
と
な
っ
て
い
る

（
図
２
）。

　

こ
の
よ
う
に
Ｗ
Ｓ
Ｉ
と
Ｂ
Ａ
の

デ
ー
タ
は
、
増
減
傾
向
は
類
似
し
て

い
る
が
、
そ
の
数
値
に
は
明
ら
か
な

差
が
あ
る
。
こ
れ
は
両
者
の
統
計
手

法
が
異
な
る
た
め
で
、
ド
イ
ツ
で
は

ス
ト
ラ
イ
キ
や
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト（
注
）

の
開
始
と
終
了
を
「
使
用
者
」
が
連

邦
雇
用
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
に
報
告
す

る
義
務
が
あ
る
。
さ
ら
に
報
告
さ
れ

た
中
で
公
式
記
録
と
な
る
の
は
、
基

準
を
満
た
し
た
一
部
の
み
で
、「
一
事

業
所
当
た
り
一
〇
人
以
上
の
従
業
員

が
参
加
し
一
日
以
上
続
い
た
場
合
」、

も
し
く
は
「
人
員
や
期
間
に
拘
わ
ら

ず
一
事
業
所
当
た
り
一
〇
〇
日
以
上

の
労
働
損
失
が
発
生
し
た
場
合
」
と

な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
よ
く
行

わ
れ
る
警
告
ス
ト
の
よ
う
な
数
時
間

程
度
で
終
わ
る
ス
ト
ラ
イ
キ
は
公
式

統
計
に
含
ま
れ
な
い
。

　

一
方
、
Ｗ
Ｓ
Ｉ
デ
ー
タ
は
、
主
に

「
労
働
組
合
」
か
ら
提
出
さ
れ
た
報

告
に
基
づ
い
て
い
る
。
労
働
組
合
か

ら
情
報
が
入
手
で
き
な
い
場
合
は
、

報
道
に
基
づ
き
実
態
に
近
い
労
働
損

失
日
数
を
算
出
し
て
い
る
。
た
だ
、

Ｗ
Ｓ
Ｉ
で
あ
っ
て
も
全
て
の
労
働
組

合
や
未
組
織
企
業
レ
ベ
ル
の
労
働
争

議
を
把
握
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
た

め
、
発
表
の
際
は
「
推
計
」
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
労
働
争
議
参
加
人
員

に
つ
い
て
は
、
労
働
組
合
側
と
使
用

126,000
175,000

1,607,000

725,000

542,000

398,000

173,000

50,673 18,633

428,739

286,368

131,679
63,708 25,917

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年

WSI推計 BA公表値

図１　労働争議による労働損失日数の推移（2004-2010年）
（ＷＳＩ推計/ＢＡ公表値）

図２　�雇用者1000人当たりの労働損失日数（年間平均、および2006 ～
2010年の平均）（ＷＳＩ推計/ＢＡ公表値）

資料出所：連邦雇用エージェンシー（BA）、経済社会科学研究所（WSI）

資料出所：連邦統計局、連邦雇用エージェンシー（BA）、経済社会科学研究所（WSI）
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者
側
の
発
表
数
値
の
差
が
大
き
い
た

め
、
労
働
組
合
の
数
値
を
そ
の
ま
ま

使
用
す
る
の
で
は
な
く
、
組
合
が
労

働
争
議
中
に
賃
金
補
償
を
支
払
っ
た

組
合
員
数
な
ど
を
考
慮
し
な
が
ら
算

出
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
労
使
ど
ち
ら
の
報

告
数
値
を
用
い
る
か
」、
ま
た
「
警

告
ス
ト
の
よ
う
な
短
時
間
の
労
働
争

議
も
含
め
る
か
否
か
」
な
ど
の
統
計

手
法
の
違
い
が
、
両
者
の
数
値
の
差

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

二
〇
一
一
年
労
働
争
議
も
低
水
準

　

Ｗ
Ｓ
Ｉ
で
は
、
二
〇
一
一
年
も
労

働
争
議
は
低
水
準
の
ま
ま
推
移
す
る

と
見
て
い
る
。
実
際
に
二
〇
一
一
年

前
半
の
段
階
で
特
に
大
き
な
労
働
争

議
は
生
じ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
こ
こ
数
年
の
傾
向
と
し
て

は
、
主
に
企
業
レ
ベ
ル
の
団
体
交
渉

で
小
規
模
か
つ
長
期
に
わ
た
る
労
働

争
議
が
増
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、

交
渉
の
分
散
化
が
続
く
中
で
、
使
用

者
側
が
複
数
の
労
組
と
個
別
に
交
渉

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
も
増
え

て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
憂
慮
し

た
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）

と
ド
イ
ツ
使
用
者
団
体
連
盟
（
Ｂ
Ｄ

Ａ
）
の
双
方
は
、
企
業
レ
ベ
ル
の
小

規
模
な
労
働
争
議
の
多
発
を
防
ぐ
た

め
、
よ
り
厳
格
な
規
制
を
求
め
て
い

る
。

［
注
］

　

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
と
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に

対
抗
し
て
使
用
者
が
工
場
等
を
閉
鎖
す
る

手
法
を
指
す
。

【
資
料
出
所
】
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ド
イ
ツ
②

二
〇
一
一
年
労
使
交
渉
「
前

半
ま
と
め
」
―
賃
上
げ
率
、

前
年
を
上
回
る

　

今
年
前
半
の
労
使
交
渉
は
、
景
気

回
復
を
追
い
風
に
前
年
を
上
回
る
賃

上
げ
が
続
い
た
。
経
済
社
会
化
学
研

究
所
（
Ｗ
Ｓ
Ｉ
）
の
ま
と
め
に
よ
る

と
、
年
平
均
換
算
の
二
〇
一
一
年
の

平
均
賃
上
げ
率
は
約
二
・
〇
％
で
、

前
年
の
一
・
七
％
を
〇
・
三
ポ
イ
ン

ト
上
回
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ

労
働
総
同
盟
（
Ｄ

Ｇ
Ｂ
）
傘
下
の
組

合
が
締
結
し
た
上

半
期
の
協
約
適
用

者
数
は
約
四
五
〇

万
人
（
う
ち
六
〇

万
人
が
東
フ
ォ
イ

ツ
在
住
）
に
上
る
。

上
半
期
の
主
な

労
働
協
約

主
な
労
働
協
約
事

例
を
い
く
つ
か
挙

げ
る
と
（
図
１
）、

三
月
一
〇
日
に
州

の
公
共
サ
ー
ビ
ス

部
門
の
使
用
者
団

体
（
Ｔ
ｄ
Ｌ
）
と

統
一
サ
ー
ビ
ス
産

業
労
組
（V

erdi

）
が
労
働
協
約
を

締
結
（
ヘ
ッ
セ
州
と
ベ
ル
リ
ン
州
を

除
く
）。
同
協
約
は
五
八
万
五
〇
〇

〇
人
の
州
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
部
門
の

労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
。
交
渉
の
結

果
、
三
六
〇
ユ
ー
ロ
の
一
時
金
の
ほ

か
、二
〇
一
一
年
四
月
か
ら
一
・
五
％
、

二
〇
一
二
年
一
月
か
ら
一
・
九
％
＋

一
七
ユ
ー
ロ
の
二
段
階
の
賃
上
げ
を

獲
得
し
た
。
協
約
の
有
効
期
限
は
二

〇
一
二
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
二

四
カ
月
で
あ
る
。

　

そ
の
後
三
月
三
一
日
に
は
、
ド
イ

ツ
化
学
産
業
使
用
者
連
盟
（
Ｂ
Ａ
Ｖ

Ｃ
）
と
ド
イ
ツ
鉱
業
・
化
学
・
エ
ネ

ル
ギ
ー
労
組
（
Ｉ
Ｇ 

Ｂ
Ｃ
Ｅ
）
が

労
働
協
約
を
締
結
。
交
渉
の
結
果
、

化
学
産
業
全
体
で
四
・
一
％
増
と
い

う
高
い
賃
上
げ
率
を
獲
得
し
、
一
九

〇
〇
事
業
所
・
約
五
五
万
人
の
労
働

者
に
適
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
各
企

業
に
よ
っ
て
経
営
状
況
に
差
が
あ
る

た
め
、
新
協
約
締
結
直
後
か
ら
の
賃

上
げ
を
す
る
企
業
が
あ
る
一
方
で
、

最
大
二
カ
月
の
賃
上
げ
延
期
も
認
め

て
い
る
。

　

四
月
一
四
日
に
は
、
二
つ
の
建
設

関
連
の
使
用
者
団
体
（
Ｚ
Ｄ
Ｂ
、
お

よ
び
Ｈ
Ｄ
Ｂ
）
と
建
築
・
農
業
・
環

境
産
業
労
働
組
合
組
合
（
Ｉ
Ｇ 

Ｂ

Ａ
Ｕ
）
が
、
協
約
を
締
結
。
新
協
約

は
約
五
六
万
二
〇
〇
〇
人
の
労
働
者

が
適
用
を
受
け
、
旧
西
ド
イ
ツ
地
域

（
ベ
ル
リ
ン
含
む
）
で
は
五
月
一
日

か
ら
三
％
、
さ
ら
に
二
〇
一
二
年
六

月
か
ら
二
・
三
％
の
賃
上
げ
を
実
施

す
る
。
旧
東
ド
イ
ツ
地
域
は
二
〇
一

一
年
六
月
か
ら
三
・
四
％
、
さ
ら
に

二
〇
一
二
年
八
月
か
ら
二
・
九
％
の

賃
上
げ
を
実
施
す
る
。
協
約
期
間
は

二
四
カ
月
で
、
期
限
は
二
〇
一
三
年

三
月
三
一
日
ま
で
で
あ
る
。

　

な
お
、
建
設
業
の
協
約
最
低
賃
金

は
、
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
か
ら
二

〇
一
三
年
一
月
一
日
に
か
け
て
段
階

的
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
予
定（
図
２
）。

　

バ
ー
デ
ン
・
ヴ
ュ
ル
テ
ン
ベ
ル
ク

州
の
小
売
業
の
労
使
交
渉
は
、
数
週

間
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
経
て
六
月
九
日

に
協
約
を
締
結
。
協
約
締
結
当
事
者

は
、
同
州
の
ド
イ
ツ
商
業
使
用
者
連

盟
（
Ｈ
Ｄ
Ｅ
）
と
統
一
サ
ー
ビ
ス
産

業
労
組
（V

erdi

）
で
、
二
〇
一
一

年
六
月
一
日
か
ら
三
％
の
賃
上
げ
、

さ
ら
に
二
〇
一
二
年
六
月
一
日
か
ら

二
％
の
賃
上
げ
を
実
施
す
る
。
そ
の

他
、
六
週
間
（
三
六
日
）
の
有
給
休

締結日 分野 協約内容

2011年1月25日
ドイチェ・バーン
 (ドイツ鉄道)

2010年8月～12月に対して500ユーロの一時金
2カ月(1月～2月)の賃上げ凍結後
2011年3月1日から1.8％の賃上げ
2012年1月1日から2%の賃上げ
有効期間：2012年12月31日まで

2011年1月31日
民間輸送（ノルトライン・
ヴェストファーレン州）

4カ月(12月～3月)の賃上げ凍結後
2011年4月1日に3.1％の賃上げ
2012年3月1日に1.7％の賃上げ
有効期間：2013年2月28日まで

2011年2月8日 フォルクスワーゲン社

2011年2月～4月に対して年収1％相当（少なくとも
500ユーロ）の一時金
2011年5月1日に3.2％の賃上げ
有効期間：2012年5月31日まで

2011年2月21日 石炭鉱業
2011年1月～3月に対して600ユーロの一時金
2011年4月に3.3％の賃上げ
有効期間：2012年12月31日まで

2011年3月10日 公共サービス (州レベル）

2011年1月～3月に対して360ユーロの一時金
2011年4月1日に1.5％の賃上げ
2012年1月1日に1.9％＋17ユーロの賃上げ
有効期間：2012年12月31日まで

2011年3月31日 化学産業

1か月の賃上げ凍結後、4.1％の賃上げ（地域によ
り開始月は異なる）
有効期間：地域により異なる（2012年5月31日、6
月30日、7月31日）

2011年4月14日 建設産業

1か月、もしくは2カ月の賃上げ凍結後
2011年5月1日に3％の賃上げ（旧西ドイツ地域）
2011年6月1日に3.4％の賃上げ（旧東ドイツ地域）
2012年6月1日に2.3％の賃上げ（旧西ドイツ地域）
2012年8月1日に2.9％の賃上げ（旧東ドイツ地域）
有効期間：2013年3月31日まで

2011年5月20日
卸売業（バーデン・ヴュル

テンベルク州）

1か月（4月）の賃上げ凍結後
2011年5月1日に3％の賃上げ
2012年5月1日に 2.4%の賃上げ
有効期限：2013年3月31日まで

2011年6月9日
小売業（バーデン・ヴュル

テンベルク州）

2か月の賃上げ凍結後（4月、5月）
2011年6月1日に3%の賃上げ
2012年6月1日に2%の賃上げ
有効期限：2013年3月31日まで

2011年7月* 2012年1月 2013年1月

スケール 1 11.00 11.05 11.05

スケール 2
(熟練労働)

13.00 (ベルリ
ン: 12.85)

13.40 (ベルリ
ン: 13.25)

13.70 (ベルリ
ン: 13.55)

旧東ドイツ地域**
スケール 1 9.75 10.00 10.25

旧西ドイツ地域
(ベルリン含む)

図１　�2011年上半期（1～ 6月）に締結された主な労働協約

図２　建設業の協約最低賃金（１時間当たり、ユーロ）

資料出所: WSI Collective Agreement Archive（2011年7月）

注:（* ） 2009年合意、（**） 東ドイツ地域ではスケール2（熟練労働）に関す
る最低賃金の設定なし

資料出所： WSI
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暇
に
も
労
使
は
合
意
し
た
。

　

上
半
期
に
は
、
こ
の
ほ
か
自
動
車

メ
ー
カ
ー
の
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン

社（
注
）や
石
炭
鉱
業
、
卸
売
業
な
ど

で
も
新
た
な
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ

た
。

［
注
］

　

フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
社
は
世
界
第
三

位
の
自
動
車
会
社
で
あ
る
。
ナ
チ
ス
政
権

時
代
に
国
策
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ
た
経

緯
も
あ
り
、
一
九
六
〇
年
ま
で
は
国
営
企

業
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
現
在
も
大
株
主

の
中
に
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
が
含
ま
れ

る
な
ど
、
一
般
企
業
と
は
異
な
る
側
面
を

持
つ
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
金
属
産
業
労

組
（
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
）
と
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー

ゲ
ン
社
の
「
企
業
別
労
働
協
約
」
で
あ
る
。

通
常
、
産
別
労
組
の
Ｉ
Ｇ
メ
タ
ル
は
、
同

じ
く
産
別
使
用
者
団
体
と
協
約
を
締
結
す

る
。
し
か
し
、
過
去
の
経
緯
か
ら
、
長
年

に
わ
た
り
両
者
は
協
約
を
締
結
し
て
お
り
、

企
業
別
協
約
で
あ
り
な
が
ら
産
別
協
約
と

ほ
ぼ
同
等
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

【
参
考
資
料
】

Tarifpolitischer H
albjahresbericht(2011), 

eiro online(18 A
ugust, 2011)

（
国
際
研
究
部
）

フ
ラ
ン
ス

公
的
年
金
改
革
が
労
働
市
場

に
与
え
る
影
響
―
労
働
力
人

口
推
計

　

フ
ラ
ン
ス
の
労
働
力
人
口
は
二
〇

二
五
年
ま
で
大
き
く
増
加
し
た
後
し

ば
ら
く
横
這
い
を
続
け
る
が
、
二
〇

三
五
年
か
ら
は
、
こ
こ
数
年
の
高
い

出
生
率
の
影
響
を
受
け
て
再
び
増
加

す
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
立
経
済
統
計
研

究
所
（Insee

）
は
四
月
、
二
〇
六

〇
年
ま
で
の
労
働
力
人
口
推
計
を
発

表
し
た
。
新
し
い
予
測
の
焦
点
は
、

公
的
年
金
改
革
に
よ
っ
て
影
響
を
受

け
る
中
高
年
労
働
者
の
就
業
行
動
だ
。

労
働
市
場
の
推
移

　

二
〇
一
〇
年
の
労
働
力
人
口
（
Ｉ

Ｌ
Ｏ
定
義
に
よ
る
労
働
力
人
口
、
フ

ラ
ン
ス
本
土
）
は
二
八
三
五
万
人
。

う
ち
、
二
五
七
〇
万
人
が
就
業
者
で

二
六
五
万
人
が
失
業
者
で
あ
っ
た
。

労
働
力
人
口
は
一
〇
年
間
で
二
一
〇

万
人
増
加
し
た
。
労
働
力
人
口
の
予

測
は
、
最
新
の
観
測
値
に
よ
り
更
新

さ
れ
た
労
働
力
率
を
基
に
、
制
度
的

変
化
要
因
を
加
味
し
て
求
め
ら
れ
る
。

今
回
は
と
り
わ
け
、
二
〇
一
〇
年
に

お
け
る
公
的
年
金
改
革
の
影
響
が
考

慮
さ
れ
た
。
予
測
は
人
口
構
成
の
動

き
と
労
働
市
場
の
傾
向
を
勘
案
し
て

推
計
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
は
人
口
構

成
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
や
労
働
市
場

の
構
造
的
変
化
を
反
映
し
て
複
数
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。 

　

今
後
の
予
測
の
中
心
的
シ
ナ
リ
オ

に
よ
る
と
、
二
〇
二
五
年
に
は
労
働

力
人
口
は
約
一
七
〇
万
人
増
加
し
て

三
〇
〇
〇
万
人
に
達
す
る
可
能
性
が

あ
る
（
図
）。
こ
れ
は
年
間
一
一
万

人
の
増
加
に
当
た

る
。
労
働
力
人
口

は
こ
の
水
準
辺
り

で
一
時
安
定
し
平

行
推
移
す
る
が
、

二
〇
三
五
年
か
ら

は
ゆ
っ
く
り
し
た

ペ
ー
ス
で
再
び
増

加
を
始
め
、
二
〇

六
〇
年
に
は
三
一

二
〇
万
人
に
な
る

（
年
間
四
万
五
〇

〇
〇
人
の
増
加
）。

　

し
か
し
な
が
ら

一
方
で
、
六
〇
歳

以
上
の
非
労
働
力

人
口
に
対
す
る
労

働
力
人
口
の
比
率

（
非
労
働
力
の
高

年
齢
者
一
人
を
支

え
る
現
役
労
働
者

の
人
数
）
は
、
高

齢
者
人
口
が
今
後

大
幅
に
増
加
す
る
た
め
に
低
下
を
続

け
る
。
六
〇
歳
以
上
の
非
労
働
力
人

口
一
人
に
対
す
る
労
働
力
人
口
は
、

二
〇
一
〇
年
に
は
二
・
一
人
で
あ
る

が
、
二
〇
六
〇
年
に
は
一
・
五
人
に

な
る
。
同
時
に
、
多
く
の
年
代
が
こ

の
年
齢
区
分
に
達
す
る
た
め
、
労
働

力
人
口
の
平
均
年
齢
も
上
昇
を
続
け

る
。
五
五
歳
以
上
は
二
〇
一
〇
年
に

は
一
二
・
四
％
を
占
め
て
い
る
が
、

二
〇
六
〇
年
に
は
一
七
・
九
％
に
達

す
る
の
に
対
し
、
二
五
歳
か
ら
五
四

歳
の
占
め
る
割
合
は
五
ポ
イ
ン
ト
低

下
す
る
。
二
五
歳
未
満
の
占
め
る
割

合
は
一
〇
％
で
横
ば
い
で
あ
る
。

中
高
年
の
労
働
力
率
は
上
昇

　

労
働
力
資
源
の
見
通
し
は
、
何
よ

り
も
就
業
行
動
の
推
移
に
左
右
さ
れ

る
。
中
高
年
労
働
者
の
労
働
力
率
は

法
改
正
の
影
響
を
直
接
受
け
る
た
め
、

そ
の
予
測
は
他
の
年
齢
層
よ
り
も
複

雑
で
あ
る
。
特
に
退
職
行
動
と
密
接

に
リ
ン
ク
す
る
年
金
に
関
す
る
制
度

改
変
は
重
要
な
変
化
要
因
と
な
る
。

例
え
ば
、
一
九
九
三
年
、
二
〇
〇
三

年
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
の
公
的
年
金

改
革
は
、
保
険
料
納
付
期
間
を
長
期

化
し
、
年
金
受
給
開
始
年
齢
を
引
き

上
げ
、
年
金
の
算
定
方
法
を
変
更
し

た
結
果
、
予
測
対
象
の
全
期
間
に
わ

た
り
中
高
年
の
就
業
行
動
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
六
〇
歳
か

ら
六
四
歳
の
労
働
力
率
は
こ
う
い
っ

た
施
策
に
も
っ
と
も
敏
感
に
反
応
す

る
。
こ
の
年
代
の
労
働
力
率
は
一
九

七
五
年
か
ら
一
貫
し
て
低
下
し
て
い

た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
の
初
め
か
ら

上
昇
し
て
い
る
。
公
的
年
金
改
革
と

就
業
期
間
の
長
期
化
と
の
影
響
が
相

俟
っ
て
、
こ
の
増
加
は
継
続
す
る
模

様
で
あ
る
。
こ
の
年
齢
区
分
の
女
性

の
労
働
力
率
は
、
二
〇
一
五
年
に
一

九
七
五
年
の
観
測
値
二
八
％
を
追
い

越
し
、
二
〇
二
五
年
頃
四
〇
％
を
超

え
た
辺
り
で
安
定
す
る
が
、
男
性
の

場
合
、
一
貫
し
て
上
昇
し
、
再
び
一

九
七
〇
年
代
半
ば
の
観
測
値
に
達
す

る
。

　

五
五
歳
か
ら
五
九
歳
の
区
分
で
は
、

二
〇
一
〇
年
の
改
革
に
よ
っ
て
導
入

さ
れ
た
退
職
年
金
制
度
の
下
限
年
齢

の
変
更
が
、
労
働
市
場
で
の
行
動
を

大
き
く
変
え
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

退
職
年
齢
が
引
き
延
ば
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
被
用
者
と
使
用
者
の
間
に

は
一
層
の
雇
用
維
持
を
努
力
し
よ
う

と
す
る
「
水
平
線
効
果
」（
注
）が
あ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
影
響

を
想
定
し
た
こ
の
年
齢
区
分
の
労
働

力
率
は
、
二
〇
一
〇
年
に
は
女
性
が

六
一
％
と
男
性
が
六
九
％
だ
っ
た
も

の
が
、
二
〇
六
〇
年
に
は
女
性
が
七

七
％
、
男
性
が
八
〇
％
と
な
る
。
さ

ら
に
、
こ
れ
ま
で
非
常
に
低
か
っ
た

六
五
歳
か
ら
六
九
歳
の
労
働
力
率
も
、

主
に
二
〇
一
〇
年
の
退
職
年
金
改
革

の
影
響
を
受
け
て
、女
性
が
三
・
四
％

か
ら
一
三
％
へ
、
男
性
が
五
・
五
％

か
ら
一
八
％
に
な
る
も
の
と
予
測
さ

れ
て
い
る
。

［
注
］

　

水
平
線
効
果
と
は
、
例
え
ば
公
的
年
金

改
革
が
、
退
職
労
働
者
に
対
す
る
年
金
受

給
開
始
年
齢
の
直
接
的
な
影
響
だ
け
で
な

く
、
そ
の
前
段
階
に
あ
る
中
高
年
の
就
業

図　中心的シナリオでの労働力人口推計

範囲：フランス本土
資料出所：Insee
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と
労
働
力
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る
も

の
。
す
な
わ
ち
厳
密
な
意
味
で
の
引
退
の

時
期
の
引
き
延
ば
し
に
よ
り
、
被
用
者
も

使
用
者
も
退
職
前
の
雇
用
継
続
に
一
層
努

力
す
る
よ
う
に
な
る
と
仮
定
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
求
人
と
訓
練
に
は
費
用
が
掛
か
る

た
め
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
時
期
よ
り

も
退
職
が
先
延
ば
し
に
な
っ
た
中
高
年
を

使
用
者
は
手
放
し
た
が
ら
な
く
な
る
。
同

様
に
、
引
退
時
期
が
遅
く
な
る
と
予
想
す

る
中
高
年
は
、
よ
り
長
く
仕
事
に
就
い
て

い
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
現
象
に

つ
い
て
は
ま
だ
議
論
の
余
地
が
あ
る
た
め
、

中
心
的
シ
ナ
リ
オ
に
は
採
用
さ
れ
て
い
る

が
、
予
測
で
は
こ
の
効
果
の
影
響
を
受
け

な
い
別
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
示
さ
れ
て

い
る
。

【
参
考
資
料
】

フ
ラ
ン
ス
国
立
経
済
統
計
研
究
所
（Insee

）、

海
外
委
託
調
査
員

（
国
際
研
究
部
）

Ｅ
Ｕ

欧
州
委
、
ス
ペ
イ
ン
の
ル
ー

マ
ニ
ア
人
向
け
就
労
許
可
制

度
の
再
導
入
を
承
認

　

欧
州
委
員
会
は
八
月
一
一
日
、
ス

ペ
イ
ン
の
ル
ー
マ
ニ
ア
人
に
対
す
る

就
労
許
可
制
度
の
再
導
入
を
認
め
た
。

急
増
す
る
ル
ー
マ
ニ
ア
移
民
か
ら
国

内
労
働
者
の
雇
用
を
守
る
目
的
で
、

ス
ペ
イ
ン
政
府
が
実
施
を
め
ぐ
り
欧

州
委
の
承
認
を
求
め
て
い
た
。
ス
ペ

イ
ン
の
失
業
率
は
二
一
％
に
達
し
て

い
る
。

　

ス
ペ
イ
ン
は
、
二
〇
〇
七
年
に
Ｅ

Ｕ
加
盟
を
果
た
し
た
ル
ー
マ
ニ
ア
と

ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
の
移
民
に
対
し
て
、

二
〇
〇
九
年
一
月
に
就
労
を
自
由
化

し
た（
１
）。
し
か
し
、
景
気
悪
化
に

よ
り
失
業
率
が
二
〇
〇
九
年
初
め
の

八
％
前
後
か
ら
二
〇
一
一
年
初
め
に

は
二
一
％
ま
で
急
速
に
上
昇
、
と
り

わ
け
若
年
層
の
失
業
率
は
四
六
％
に

達
し
、
い
ず
れ
も
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
で

も
っ
と
も
高
い
水
準
に
あ
る
（
図
）。

　

一
方
で
、
二
〇
〇
〇
年
代
半
ば
か

ら
ル
ー
マ
ニ
ア
移
民
が
急
速
に
増
加
、

国
内
に
居
住
す
る
ル
ー
マ
ニ
ア
人
は

二
〇
〇
六
年
の
三
八
万
八
〇
〇
〇
人

か
ら
二
〇
一
〇
年
に
は
八
二
万
三
〇

〇
〇
人
を
数
え
、
モ
ロ
ッ
コ
人
と
並

び
最
大
の
移
民
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て

い
る
。
好
況
期
に
は
建
設
業
を
中
心

に
、
低
―
中
程
度
の
ス
キ
ル
の
労
働

者
を
多
く
受
け
入
れ
た
と
い
わ
れ
る

が
、
不
況
の
影
響
に
よ
り
、
一
五
‐

六
四
歳
層
に
お
け
る
失
業
者
の
比
率

は
二
〇
〇
七
年
の
一
一
％
か
ら
二
〇

一
一
年
の
三
〇
％
へ
と
急
激
に
高

ま
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
、
政
府

は
国
内
労
働
者
の
雇
用
確
保
を
目
的

に
、
今
回
の
措
置
の
導
入
を
決
め
、

欧
州
委
員
会
に
承
認
を
求
め
た
。

ル
ー
マ
ニ
ア
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
域
内
の

移
動
・
居
住
の
自
由
化
に
関
し
て
移

行
措
置
が
撤
廃
さ
れ
る
二
〇
一
三
年

ま
で
の
時
限
的
な
措
置
と
し
て
、
就

労
目
的
で
新
た
に
ス
ペ
イ
ン
に
入
国

す
る
ル
ー
マ
ニ
ア
人
に
対
し
て
は
、

就
業
先
が
決
ま
っ
て
い
る
場
合
に
の

み
就
労
を
許
可
す
る
こ
と
と
し
、
雇

用
主
に
対
し
て
就
労
許
可
証
の
取
得

を
義
務
付
け
る
。
一
方
、
現
在
既
に

国
内
で
就
労
し
て
い
る
ル
ー
マ
ニ
ア

人
労
働
者
や
そ
の
家
族
、
公
共
職
業

安
定
所
に
登
録
済
み
の
失
業
者
に
は

適
用
さ
れ
な
い（
２
）。

　

テ
ロ
ン
移
民
担
当
相
は
、
今
回
の

措
置
は
臨
時
の
も
の
で
、
ル
ー
マ
ニ

ア
人
の
入
国
お
よ
び
三
カ
月
ま
で
の

滞
在
の
権
利
を
阻
む
も
の
で
も
な
い

た
め
、
一
部
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
が
実
施

も
し
く
は
実
施
を
検
討
し
て
い
る
国

境
管
理
の
強
化
と
は
全
く
性
質
が
異

な
る
と
主
張
。
同
措
置
は
ス
ペ
イ
ン

人
の
雇
用
確
保
だ
け
で
な
く
、
既
に

国
内
に
居
る
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の
雇
用

状
況
の
悪
化
の
防
止
に
も
つ
な
が
る

と
し
て
い
る
。
同
時
に
、
ル
ー
マ
ニ

ア
の
失
業
率
が
ス
ペ
イ
ン
の
約
三
分

の
一
に
と
ど
ま
っ
て
お
り（
約
七
％
）、

ル
ー
マ
ニ
ア
移
民
の
主
な
働
き
口
と

な
っ
て
い
た
建
設
業
の
不
振
が
続
く

現
在
、
そ
れ
で
も
ル
ー
マ
ニ
ア
移
民

が
後
を
絶
た
な
い
こ
と
に
は
首
を
か

し
げ
て
い
る
。

　

ス
ペ
イ
ン
政
府
の
要
請
を
受
け
て
、

欧
州
委
は
労
働

市
場
の
状
況
や

ル
ー
マ
ニ
ア
移

民
の
状
況
な
ど

に
関
す
る
デ
ー

タ
の
提
出
を
促

し
、
こ
れ
を
分

析
し
た
上
で
、

就
労
制
限
の
再

導
入
を
認
め
た
。

根
拠
と
な
っ
て

い
る
の
は
、

ル
ー
マ
ニ
ア
及

び
ブ
ル
ガ
リ
ア

の
新
規
加
盟
に

関
す
る
二
〇
〇

五
年
の
法
律
に

お
け
る
「
セ
ー

フ
ガ
ー
ド
条

項
」
だ
。
既
存

の
加
盟
国
に
対

し
て
、
深
刻
な

雇
用
状
況
の
悪

化
を
条
件
に
就

労
制
限
の
再
導

入
を
認
め
る
も

の
で
、
行
使
さ

れ
る
の
は
今
回
が
初
め
て
と
な
る
。

な
お
欧
州
委
は
、
二
〇
一
一
年
末
を

初
回
と
し
て
三
カ
月
毎
に
労
働
市
場

の
状
況
を
報
告
す
る
よ
う
ス
ペ
イ
ン

政
府
に
求
め
、
そ
の
如
何
に
よ
っ
て

は
措
置
の
停
止
を
求
め
る
と
し
て
い

る
。

　

な
お
、
ス
ペ
イ
ン
と
は
対
照
的
に
、

デ
ン
マ
ー
ク
が
七
月
初
め
に
再
導
入

し
た
ド
イ
ツ
お
よ
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

と
の
間
の
国
境
管
理（
３
）に
対
し
て

は
、
欧
州
委
や
ド
イ
ツ
か
ら
の
批
判

が
相
次
い
で
い
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
政

府
は
同
措
置
に
つ
い
て
、
武
器
や
麻

薬
、
人
の
密
輸
の
防
止
が
目
的
で
あ

る
と
説
明
し
て
お
り
、
両
国
と
の
間

で
自
由
な
移
動
を
妨
げ
る
こ
と
は
な

い
と
主
張
。
し
か
し
、
欧
州
委
は
専

門
家
に
よ
る
視
察
の
結
果
、
両
国
に

対
す
る
国
境
管
理
の
再
導
入
を
正
当

化
で
き
る
材
料
は
な
か
っ
た
と
し
て
、

改
め
て
正
当
性
を
示
す
よ
う
デ
ン

マ
ー
ク
政
府
に
要
請
し
て
い
る
。

［
注
］

　

１ 

．
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
に
対

す
る
他
国
の
措
置
等
は
本
誌
七
月
号

記
事
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
完
全

に
自
由
化
さ
れ
れ
ば
、
他
の
加
盟
国

で
の
就
労
や
職
探
し
を
目
的
と
す
る

滞
在
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か
、
労
働
条

件
等
で
差
別
を
受
け
な
い
権
利
な
ど

が
保
障
さ
れ
る
。

　

２ 

．
欧
州
委
に
よ
る
承
認
の
発
表
に
先

立
っ
て
登
録
し
て
い
た
者
。
な
お
、

現
在
国
内
で
就
労
し
て
い
る
労
働
者

が
今
後
失
業
し
た
場
合
の
扱
い
に
つ

い
て
は
不
明
。

　

３ 

．
国
境
及
び
港
で
新
た
に
五
〇
人
を

増
員
。
税
関
を
設
け
る
わ
け
で
は
な
く
、

検
査
は
ラ
ン
ダ
ム
に
行
な
わ
れ
る
。
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図　EU加盟国の失業率（2011年6月）

注： エストニア、ギリシャ、ラトヴィア、リトアニア、ルーマニアについては、全体の失業率は11年3月、若
年失業率は10年第1四半期時点。イギリスは双方とも11年4月時点。

参考："June 2011 - Euro area unemployment rate at 9.9%, EU27 at 9.4%", Eurostat (2011)
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中
国

在
職
者
の
職
業
訓
練
を
拡
充

―
上
海
市
が
「
生
涯
教
育
促

進
法
」
を
施
行

　

上
海
市
政
府
は
五
月
、「
生
涯
教
育

促
進
法
」
を
施
行
し
た
。
こ
の
法
律

に
基
づ
き
、
上
海
市
の
財
政
局
、
人

的
資
源
社
会
保
障
局
、
教
育
局
は
共

同
で
職
業
訓
練
を
含
む
生
涯
教
育
の

促
進
に
取
り
組
む
。
政
策
の
原
資
と

な
る
の
は
中
央
政
府
が
進
め
る
「
地

方
教
育
付
加
制
度
」。
こ
れ
に
よ
り

不
足
す
る
高
度
人
材
の
育
成
が
期
待

さ
れ
る
。

背
景
に
深
刻
な
労
働
力
不
足

　

上
海
を
初
め
と
す
る
沿
岸
部
で
は

労
働
力
不
足
が
深
刻
で
あ
る
。
経
済

成
長
過
程
で
の
第
一
次
産
業
か
ら
第

二
次
産
業
へ
の
過
剰
な
労
働
力
の
流

入
は
ほ
ぼ
終
了
し
た
。
現
在
は
第
二

次
産
業
に
流
入
し
た
人
材
の
第
三
次

産
業
へ
の
移
動
が
活
発
で
あ
り
、
製

造
業
、
特
に
精
密
機
器
の
製
造
な
ど

の
高
度
人
材
が
必
要
と
さ
れ
る
分
野

で
労
働
力
が
不
足
し
て
い
る
。
さ
ら

に
最
近
は
、
高
度
な
ス
キ
ル
が
必
要

と
さ
れ
る
Ｉ
Ｔ
分
野
だ
け
で
な
く
、

飲
食
業
や
宿
泊
施
設
で
も
徐
々
に
労

働
力
が
不
足
し
つ
つ
あ
り
、
各
レ
ス

ト
ラ
ン
や
ホ
テ
ル
は
人
材
確
保
に
躍

起
に
な
っ
て
い
る
。
上
海
市
と
し
て

は
人
材
の
確
保
、
と
り
わ
け
高
度
人

材
の
確
保
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て

い
る
。

生
涯
教
育
促
進
法
を
施
行

　

こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
上
海
市

は
今
年
五
月
、「
生
涯
教
育
促
進
法
」

を
施
行
し
た
。
こ
の
法
律
に
基
づ
き
、

上
海
市
の
財
政
局
、
人
的
資
源
社
会

保
障
局
、
教
育
局
は
共
同
で
生
涯
教

育
の
促
進
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。

財
源
は
中
国
財
政
部
が
昨
年
一
一
月

に
公
布
し
た「
地
方
教
育
付
加
制
度
」

で
あ
る
。
企
業
か
ら
徴
収
す
る
地
方

教
育
付
加
税
を
原
資
と
し
て
お
り
、

二
〇
一
一
年
は
六
〇
億
元
の
予
算
を

確
保
す
る
見
通
し
で
あ
る
。
こ
の
内

の
八
〇
％
を
企
業
内
労
働
者
の
職
業

訓
練
の
支
援
に
、
五
％
を
訓
練
機
関

へ
の
補
助
へ
、
一
五
％
を
高
等
教
育

の
発
展
の
為
に
使
用
す
る
。

　

企
業
は
、
労
働
者
に
対
し
て
職
業

訓
練
を
実
施
す
る
際
に
補
助
金
を
受

給
で
き
る
ほ
か
、
一
定
の
税
額
控
除

を
受
け
ら
れ
る
。
補
助
金
の
受
給
・

税
額
控
除
に
際
し
て
は
、
い
く
つ
か

の
条
件
が
課
さ
れ
る
。
訓
練
参
加
者

の
六
〇
％
以
上
が
現
業
の
労
働
者
で

あ
る
事
、
労
働
者
の
実
際
の
ニ
ー
ズ

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
、
工
会
（
中

国
の
労
働
組
合
）
の
代
表
者
に
経
費

の
使
用
内
訳
を
示
す
こ
と
な
ど
で
あ

る
。
労
働
者
は
費
用
を
負
担
せ
ず
、

無
料
で
訓
練
を
受
講
出
来
る
。
訓
練

は
公
共
訓
練
学
校
、
大
学
、
専
門
学

校
、社
区
学
院（
中
国
の
市
民
大
学
）

な
ど
で
行
わ
れ
る
。
訓
練
内
容
は
、

Ｉ
Ｔ
・
語
学
・
調
理
・
配
管
な
ど
各

企
業
の
労
働
者
の
業
務
内
容
に
直
結

す
る
も
の
で
あ
る
。

　

訓
練
機
関
へ
の
補
助
に
関
し
て
は
、

当
該
法
律
専
用
の
口
座
を
各
訓
練
機

関
に
設
置
さ
せ
、
授
業
の
た
め
に
必

要
な
経
費
（
教
材
費
等
）
の
み
に
使

途
を
限
定
す
る
。
そ
れ
以
外
に
補
助

金
が
使
用
さ
れ
な
い
よ
う
、
市
政
府

が
監
視
す
る
。
教
員
の
給
与
へ
の
流

用
な
ど
の
違
反
を
行
う
と
、
一
〇
～

二
〇
万
元
の
罰
金
が
課
さ
れ
る
。

地
方
教
育
付
加
制
度

　
「
地
方
教
育
付
加
制
度
」
は
中
央

政
府
が
進
め
る
、
地
方
レ
ベ
ル
に
お

け
る
教
育
訓
練
の
プ
ラ
グ
ラ
ム
。
中

国
財
政
部
は
昨
年
一
一
月
、
全
国
一

律
に
間
接
税
納
付
額
の
二
％
を
徴
収

す
る
こ
と
を
決
め
九
八
号
通
達
「
地

方
教
育
付
加
政
策
の
統
一
に
お
け
る

問
題
に
つ
い
て
の
通
達
」
を
公
布
し

た
。
実
施
の
細
則
、
運
営
は
地
方
政

府
に
委
ね
ら
れ
る
。
各
地
方
政
府
は

企
業
に
対
し
て「
地
方
教
育
付
加
税
」

の
徴
収
を
実
施
し
、
こ
れ
を
職
業
訓

練
を
含
む
生
涯
教
育
の
発
展
に
使
用

す
る
。
具
体
的
に
は
、
間
接
税
で
あ

る
増
値
税
・
営
業
税
・
消
費
税
の
納

付
額
の
合
計
の
二
％
の
額
を
外
資
を

含
む
す
べ
て
の
企
業
か
ら
徴
収
す
る
。

　

ま
た
外
国
籍
の
個
人
事
業
主
も
対

象
と
な
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
く
付
加

税
で
あ
り
学
生
へ
の
教
育
を
主
な
使

途
と
す
る
「
教
育
費
付
加
税
」
と
は

別
個
の
も
の
で
あ
る
（
図
）。
上
海

市
や
広
東
省
で
は
既
に
「
地
方
教
育

付
加
税
」
を
徴
収
し
て
お
り
、
北
京

市
も
来
年
一
月
か
ら
徴
収
を
開
始
す

る
。

　

現
在
の
中
国
で
は
、
国
有
企
業
や

外
資
系
企
業
な
ど
一
部
の
恵
ま
れ
た

企
業
を
除
き
、
職
業
訓
練
が
軽
視
さ

れ
て
お
り
、
十
分
に
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。
政
府
は
、企
業
が
費
用
の
一
・

五
％
を
職
業
訓
練
に
使
用
す
る
事
を

推
奨
し
て
い
る
が
、
実
態
と
し
て
は

〇
・
二
～
〇
・
五
％
程
度
で
あ
る
。

中
国
政
府
は
こ
の
政
策
に
よ
り
、
職

業
訓
練
を
拡
充
さ
せ
た
い
考
え
で
あ

る
。

　

中
国
は
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
計
画

「
国
家
中
長
期
教
育
改
革
・
発
展
計

画
（
二
〇
一
〇
～
二
〇
二
〇
）」
に

よ
っ
て
「
人
材
強
国
」
を
目
指
し
て

お
り
、こ
の「
地
方
教
育
付
加
制
度
」

も
そ
の
一
環
で
あ
る
。
中
国
政
府
は

二
〇
一
二
年
に
お
い
て
、
教
育
分
野

へ
の
公
的
支
出
を
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
で
四
％

に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。

政
策
に
は
批
判
の
声
も

　

し
か
し
、「
地
方
教
育
付
加
税
」
に

は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
一

点
目
は
、
既
に
行
わ
れ
て
い
る
「
教

育
費
付
加
税
」
と
内
容
が
一
部
重
複

し
て
い
る
こ
と
。
二
点
目
は
、
企
業

負
担
が
増
加
す
る
の
で
、
海
外
か
ら

の
投
資
の
減
少
や
、
優
秀
な
起
業
家

が
国
外
に
流
出
す
る
こ
と
に
よ
る
経

済
停
滞
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
三
点
目
は
、
今
年
の
八
月
に

北
京
で
農
民
工
の
子
女
向
け
の
非
公

認
学
校
三
〇
校
が
閉
鎖
さ
れ
て
お
り
、

教
育
の
為
に
新
た
に
徴
税
を
行
う
一

方
で
、
学
校
を
閉
鎖
し
教
育
の
機
会

を
奪
う
こ
と
は
、
矛
盾
す
る
政
策
だ

と
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。

図　上海市の付加税制度

都市維持建設税 教育費付加税 地方教育付加税 河川維持管理税

7% 3% 2% 1%

注：  都市維持建設税は、納税者の所在地が市区の場合は７％、県城・鎮の場合は５％、
それ以外の場合は１％である。

資料出所：上海市政府
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韓
国

マ
イ
ス
タ
ー
高
校
の
創
設
と

国
家
技
術
資
格
制
度
の
転
換

　

韓
国
が
、
現
実
に
即
し
た
職
業
ス

キ
ル
を
早
期
に
身
に
つ
け
さ
せ
、
企

業
の
求
め
る
人
材
を
効
率
的
に
提
供

で
き
る
訓
練
・
資
格
制
度
の
整
備
に

乗
り
出
し
た
。産
学
が
連
携
し
た「
マ

イ
ス
タ
ー(M

eister)

高
校
」
の
創

設
と
、
教
育
訓
練
過
程
の
履
修
で
検

定
試
験
を
免
除
す
る
「
教
育
課
程
履

修
型
国
家
技
術
資
格
制
度
」
の
導
入

だ
。実

業
高
校
卒
の
厳
し
い
就
職

　

韓
国
の
新
卒
の
就
職
試
験
は
書
類

審
査
、
筆
記
試
験
、
そ
し
て
面
接
の

順
に
す
す
む
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

中
で
も
、
書
類
審
査
が
重
要
な
審
査

基
準
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
学
歴
や

資
格
の
有
無
は
合
格
判
断
に
お
い
て

重
要
性
を
増
す
。
そ
の
た
め
新
卒
者

は｢

高
い
ス
ペ
ッ
ク（
注
）の
構
築｣

に
没
頭
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が

今
の
高
学
歴
・
高
資
格
ブ
ー
ム
を
湧

き
起
こ
し
た
原
因
と
さ
れ
る
。

　

ソ
ウ
ル
市
教
育
庁
は
八
月
一
六
日
、

市
内
に
七
五
あ
る
実
業
高
校
の
就
職

率
（
二
〇
一
〇
年
卒
業
者
）
を
発
表

し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
卒
業
生
一
万

八
九
五
二
人
の
う
ち
四
五
四
六
人
が

就
職
、
就
職
率
は
二
三
・
九
％
に
止

ま
っ
た
。
昨
年
の
一
九
・
一
％
と
比

較
す
る
と
、
五
・
一
％
上
昇
し
た
数

値
で
は
あ
る
が
、
二
万
七
九
八
一
人

が
就
職
し
、
就
職
率
六
二
％
を
記
録

し
た
二
〇
〇
一
年
と
比
較
す
る
と
、

三
分
の
一
程
度
の
低
水
準
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
実
業
高
校
の
卒
業
生

の
多
く
が
大
学
進
学
を
選
択
す
る
こ

と
。
あ
る
実
業
高
校
の
校
長
に
よ
る

と
、
昨
年
か
ら
高
卒
の
就
職
促
進
支

援
に
よ
り
就
職
者
が
多
く
な
っ
た
の

は
事
実
で
あ
る
が
、
卒
業
生
が
求
め

る
職
場
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
れ
に

低
い
賃
金
な
ど
待
遇
に
よ
り
二
～
三

年
で
会
社
を
辞
め
て
大
学
進
学
す
る

ケ
ー
ス
も
多
い
と
い
う
。
し
た
が
っ

て
実
業
高
卒
者
が
、
要
望
に
沿
っ
た

就
職
先
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
政

策
が
必
要
と
な
る
。

マ
イ
ス
タ
ー
高
校
の
創
設

　

こ
う
し
た
状
況
を
打
開
す
べ
く
始

め
た
の
が
マ
イ
ス
タ
ー(m

eister)

高
校
の
創
設
で
あ
る
。
こ
の
高
校
は
、

実
業
高
校
の
一
種
で
あ
り
、
将
来
有

望
な
産
業
分
野
と
連
携（
産
学
連
携
）

し
、
企
業
が
求
め
る
人
材
を
育
成
、

就
職
さ
せ
る
た
め
の
職
業
教
育
を
行

う
。
ま
た
就
職
後
も
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

を
積
み
、
成
功
し
た
技
術
者
・
職
業

人(m
eister)

に
成
長
す
る
よ
う
に

支
援
す
る
。

　

高
校
が
義
務
教
育
で
は
な
い
韓
国

に
お
い
て
、
マ
イ
ス
タ
ー
高
校
の
学

生
は
全
員
学
費
が
免
除
さ
れ
る
。
学

生
の
募
集
は
全
国
単
位
を
原
則
に
し
、

地
域
で
一
定
比
率
の
学
生
を
選
抜
。

ま
た
、
多
文
化(

国
際
結
婚)

家
庭

の
子
供
や
脱
北
者(

北
朝
鮮
を
脱
出

し
た
人)

の
子
供
な
ど
に
配
慮
し
た

優
先
枠
も
設
け
て
い
る
。
授
業
の
一

部
は
、
現
場
で
働
く
技
術
者
が
担
当

す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
場
で
適

用
可
能
な
実
務
中
心
の
教
育
や
、
協

力
企
業
へ
就
職
が
可
能
に
な
る
。
ま

た
卒
業
後
就
職
す
る
と
四
年
間
軍
隊

入
営
義
務
が
延
期
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

軍
役
に
よ
っ
て
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
が
中

断
さ
れ
な
い
よ
う
に
企
業
勤
務
を
軍

服
務
と
し
て
認
め
る
こ
と
も
検
討
中

で
あ
る
。

企
業
の
反
応

　

現
在
、
多
く
の
企
業
が
マ
イ
ス

タ
ー
高
校
と
の
協
力
を
検
討
し
て
い

る
。
七
月
末
現
在
、
一
〇
五
〇
の
企

業
が
全
国
二
一
の
マ
イ
ス
タ
ー
高
校

と
産
学
協
定
を
結
ん
だ
。
す
で
に
就

職
先
が
決
定
し
た
高
校
一
年
生
は
全

体
の
四
六
％
に
当
た
る
一
六
五
〇
人

に
上
る
と
い
う
。
例
と
し
て
サ
ム
ス

ン
電
子
は
教
育
科
学
技
術
部
と
協
定

を
締
結
し
、
全
国
一
六
の
マ
イ
ス

タ
ー
高
校
一
年
生
を
対
象
に
職
務
適

正
検
査
と
面
接
を
実
施
し
、
一
二
〇

人
に
内
定
を
出
し
た
。
ま
た
、
Ｌ
Ｇ

電
子
は
マ
イ
ス
タ
ー
高
校
の
一
つ
で

あ
る
ク
ミ
電
子
工
業
高
校
の
学
生
五

〇
人
を
選
抜
し
、
Ｌ
Ｇ
電
子
の
生
産

現
場
に
合
わ
せ
た
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
韓
国

電
力
、
現
代
造
船
、
ハ
イ
ニ
ッ
ク
ス

半
導
体
な
ど
複
数
の
大
企
業
が
マ
イ

ス
タ
ー
高
校
と
協
定
を
結
ん
で
正
社

員
と
し
て
採
用
し
て
い
る
。

教
育
課
程
履
修
型
国
家
技
術
資
格

制
度
の
導
入

　

一
方
、
雇
用
労
働
部
は
八
月
二
二

日
、「
教
育
課
程
履
修
型
国
家
技
術
資

格
制
度
の
導
入
」
を
発
表
し
た
。
こ

の
制
度
は
、
職
務
分
析
を
基
に
仕
事

に
必
要
な
能
力
を
標
準
化(

国
家
職

務
能
力
標
準)

し
、
そ
れ
を
満
た
す

職
業
教
育
・
訓
練
課
程
を
履
修
し
た

人
に
検
定
試
験
を
免
除
し
て
国
家
技

術
資
格
を
付
与
す
る
も
の
。
現
在
国

家
技
術
資
格
は
五
五
六
種
類
あ
る
が
、

ま
ず
九
〇
種
類
に
対
し
て
導
入
す
る

予
定
だ
。

　

し
か
し
、
既
存
の
有
資
格
者
グ

ル
ー
プ
は
反
対
の
立
場
を
明
確
に
し

て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
既

存
の
有
資
格
者
が
資
格
獲
得
の
た
め

に
一
年
～
二
年
以
上
を
費
や
し
て
検

定
試
験
に
合
格
し
た
の
に
対
し
、
新

制
度
で
検
定
試
験
が
免
除
さ
れ
る
の

は
公
平
で
は
な
い
、
②
実
際
の
現
場

を
経
験
し
て
な
い
た
め
、
事
故
が
多

発
す
る
懸
念
が
あ
る
、
③
採
用
す
る

側
か
ら
も
っ
と
上
級
の
資
格
を
要
求

さ
れ
る
事
に
繋
が
る
、
な
ど
を
挙
げ

て
反
対
す
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
教
育
科
学
技
術

部
は
、
①
国
家
技
術
資
格
の
取
得
が

認
め
ら
れ
た
教
育
課
程
の
履
修
だ
け

で
な
く
、
直
接
検
定
試
験
で
取
得
で

き
る
方
法
を
設
け
る
、
②
教
育
課
程

の
中
に
現
場
で
の
実
務
経
験
の
時
間

を
設
け
る
事
で
資
格
の
質
は
維
持
で

き
る
、
③
資
格
の
取
得
に
個
人
が
費

や
す
時
間
と
費
用
の
節
約
に
な
る
、

と
反
論
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
雇

用
労
働
部
及
び
教
育
科
学
技
術
部
は

新
制
度
導
入
を
予
定
通
り
に
推
進
す

る
と
し
て
い
る
。 

　

こ
れ
ら
制
度
の
導
入
か
ら
、
厳
し

い
新
卒
就
業
の
状
況
を
改
善
し
、
現

実
と
か
け
離
れ
た
能
力
開
発
教
育
の

状
況
を
打
開
し
て
い
く
と
い
う
韓
国

政
府
の
問
題
認
識
と
戦
略
が
読
み
取

れ
る
。
ま
た
、
制
度
は
高
い
ス
ペ
ッ

ク
を
求
め
る
労
働
市
場
の
歪
み
を
改

善
し
、
人
材
を
適
切
に
配
分
す
る
。

そ
れ
は
経
済
の
競
争
力
強
化
に
つ
な

が
り
、
よ
り
よ
い
仕
事
が
生
ま
れ
る
。

そ
れ
は
現
政
権
が
描
く
政
策
目
標
で

あ
る
。
し
か
し
、
現
状
は
厳
し
い
。

高
卒
の
労
働
者
は
い
く
ら
能
力
が

あ
っ
た
と
し
て
も
賃
金
や
待
遇
の
面

で
大
卒
の
労
働
者
に
及
ば
な
い
。
そ

の
実
態
を
ど
の
よ
う
に
改
善
し
て
い

く
か
が
今
後
の
政
策
課
題
に
な
ろ
う
。

今
後
の
展
開
を
注
目
し
た
い
。

〔
注
〕

　

ス
ペ
ッ
ク
と
は
、
英
語
で spec 

（specification 

の
省
略
形
）
で
一
般
に
工

業
製
品
に
期
待
さ
れ
る
性
能
の
こ
と
で
あ

る
が
、
韓
国
で
は
新
造
語
で
若
い
新
卒
の

求
職
者
の
中
で
は
学
歴
や
経
歴
、
各
種
の

資
格
の
総
称
を
指
す
。
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